
イベント・教室

町の観光躍進のため町外観光地の研修視察を行います。
●日程・主な視察場所　11月4日㈪午前7時30分受付開始
～午前8時役場出発～猊鼻渓舟下り～中尊寺～午後4時30
分役場着予定
●対象・定員　町内在住の方  先着40人
●参加費　5,000円（旅行当日までに現金支払い）
※昼食代と旅行傷害保険などを含む。
●持ち物　財布、携帯電話など
※参加者に旅のしおりをお渡しします。
●申込方法　役場2階産業観光課の窓口または電話
●申込締切　10月21日㈪

町の観光施策へつなげるため
県南観光地の研修視察を実施

町観光協会（産業観光課内 019-611-2605）

2019年夏、北海道東部の牧場で牛がヒグマに襲われました。
そしてその夏から４年にもわたり牧場の牛たちは襲われ続け、
人々を震撼させます。何故、本来肉食ではないヒグマが突如と
して牛を襲いはじめたのか、また何故「OSO18」というコー
ドネームになったのか、「OSO18」はどのようにして、最期
を迎えたのか。謎のヒグマと人間の攻防戦が時系列にそって克
明に記録された、興味深い手記です。

地域に関わる多くの方々が「地域福祉」の考え方に触れ、
身近に感じるきっかけづくりを行うため「福祉×まちづく
りフォーラム」を開催します。どなたでも参観できますので、
ぜひご来場ください。※参加無料
●日時　10月15日㈫午後1時30分~午後4時（受け付けは午後1時から）
●会場　さわやかハウス2階  わくわくルーム
●内容　①基調講演　「地域福祉でまちづくり~洋野町での実践を通
して~」　講師・岩手県立大学　名誉教授　宮城　好郎　氏
②実践報告&パネルディスカッション　コーディネーター・齋藤昭彦
（岩手県立大学客員教授）  実践報告・町内外の企業・団体など 3組
●申込方法　申し込みフォーム（QR）、電話、FAXのいずれか
※FAXの場合は「氏名」「所属・職名」「電話番号」を記入
●申込期限　10月10日㈭

地域福祉とは？地域福祉とは？
福祉×まちづくりフォーラム福祉×まちづくりフォーラム

福祉課（019-611-2575　FAX 019-611-2579）

古代東北の政治・文化の拠点となった多賀城が今年で創
建1300年を迎えたことを記念して、東北の古代城柵の御
城印が制作されました。「城柵」は律令体制の確立を目指す
ために、東北を治めることを目的に作られた機関です。古代の歴史
を学びながら、城柵めぐりをお楽しみください。町外の配布場所な
ど、詳細は町ホームページ（QR)をご覧ください。
●配布開始日　10月1日㈫から
●御城印の参加城柵　多賀城（宮城県多賀城市）、払田柵（秋田県大仙
市）、胆沢城（岩手県奥州市）、志波城（岩手県盛岡市）、徳丹城、城輪柵
（山形県酒田市）、牡鹿柵（宮城県東松島市）、伊治城（宮城県栗原市）
●枚数　各城柵とも限定1,300枚
●町内の配布場所　町歴史民俗資料館

【10/1 開始】古代城柵の御城印を配布
町内は徳丹城が対象

文化スポーツ課（町公民館内019-611-2860）

　「ウェルベース矢巾」が講師を務め、介護予防や健康
づくりを学べる教室です。詳細は町ホームページ（QR)へ。
※参加無料・要予約
●日時 5日、12日、19日、26日の各火曜日  午前10時～午前11時
●場所　さわやかハウス
●対象　おおむね65歳以上で、全日程に参加できる方  先着25人
●テーマ　「食後高血糖」予防・対策になる運動を行います。
●申込期限　10月20日㈰  受け付けは正午～午後7時（月曜休館）
①10月1日～10日　初めて参加する方の申込時期
②10月11日以降　参加経験がある方の申込時期

【11月分】介護予防につながる
健康教室へご参加ください

ウェルベース矢巾（019-601-3733）

料理について悩みがある料理初心者の男性にお勧めの料
理教室を開催します。手軽に作れる「野菜の肉巻き」「ち
らし寿司」（写真上から）レシピの紹介やフレイル予防な
どの健康づくりアドバイスを行います。食生活
改善推進員※と一緒に料理体験をしませんか。ぜ
ひ、お申し込みください。
●日時　11月7日㈭、19日㈫
いずれも午前9時30分～午後0時30分
●会場　さわやかハウス
●持ち物　エプロン、三角巾、飲み物、筆記用具
●対象・定員　町内在住の60歳以上の男性
先着25人
●申込方法　申し込みフォーム（QR)、電話、FAX
●申込期限　10月31日

【食生活改善推進員が伝授】【食生活改善推進員が伝授】
男性のための料理教室男性のための料理教室

健康長寿課（019-611-2822　FAX 019-698-1214）

食生活改善推進員
食生活改善に取り組むボランティア活動を行っている食生活改善推進協
議会の会員。「私たちの健康は、私たちの手で」をスローガンに各地域
で食を通じた健康づくり支援に取り組んでいます。

●日時　10月23日㈬  午前9時開場　午前9時30分開演
●場所　田園ホール
●内容　映画鑑賞「おらおらでひとりいぐも」
●対象　令和6年度矢巾町青松学園大学学園生
学園生になると受講できます ※随時受け付けています。
●年会費　1,000円
●申し込み　①地区のクラブ会員の方は、クラブ代表者まで

②個人参加の方は、矢巾町公民館窓口まで

町青松学園大学第 5回講座
「おらおらでひとりいぐも」映画観賞

町青松学園大学運営委員会事務局（文化スポーツ課内019-611-2858）
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　里親とは、さまざまな事情で自分の家庭で生活を送ることが困難
な子どもを、家族の一員として迎え、温かい雰囲気の中で心身ともに
健全に育ててくれる方をいいます。
　里親制度は児童福祉法に基づき、里親になった方に県が子どもの
養育をお願いする制度です。
　県は子どもの明るい未来のために、里親として子どもの養育に手
伝える方を募集しています。詳細はお問い合わせください。
 令和6年度岩手県里親大会（一般公開）」開催のお知らせ 
　10月は里親月間です。県と岩手県里親会では、里親制度の普及を
図るため、有識者による講演、当事者の話を聞けるシンポジウムを行
います。 ※参加無料
●日時　10月27日㈰午後1時40分～午後3時30分（受付午後1時30
分～）
●場所　ふれあいランド岩手ふれあいホール（盛岡市三本柳8-1-3）
●対象　県民（定員130人）
●講師　①草間吉夫氏（新島学園短期大学准教授・元茨城県高萩市長）
②里親養育経験者と元里子※当時、養子縁組里親と里子の関係で現在は親子

●申込方法　電話
●申込締切　10月21日㈪

各種情報

矢巾町社会福祉協議会 役場２階　 午前 8時 30分～午後 5時 15分
019-611-2840　FAX019-697-8967
メール yshakyo2840@able.ocn.ne.jp

　住み慣れた地域で安
心して暮らし続けるた
めの「地域の居場所づ
くり」について学んで
みませんか。実際に町
内外で居場所づくりに
取り組んでいる方から
お話を伺ったり、体験
を通して居場所につい
てみんなで考えます。
講座内容などの詳細は
ホームページ（QR）を
ご確認ください。
※参加無料
●日時・場所　①11月
12日㈫午後2時～午後4時　kurumi apartment
②11月14日㈭午前10時~午後1時30分　中陣公民
館・畑多楽縁（紫波町）
③11月18日㈪午後2時~午後4時　蒼と不来方
●対象者　町内での居場所づくりやボランティア活動に興味の
ある方で原則全3回参加できる方　10人程度
●申込方法　町社会福祉協議会に電話、FAX、LINE、メール
●申込期限　10月29日㈫まで

　心身の健康を目的に、「いきいきウォーキング」（町老人クラ
ブ連合会主催）に参加しませんか？紅葉の時期の城内山（約4
㌔）を歩きます。下記のとおり一般参加者（老人クラブ会員外
の方）を募集しますので、お気軽に申込みください。
●日時　11月1日㈮ 午前10時～11時30分　※小雨決行、荒
天中止。中止の場合は当日午前9時までに連絡します。
●集合　煙山ダム駐車場　午前9時50分までに集合
●参加費　100円（当日支払い）
●持ち物　飲み物、体温調節のしやすい服装、履き慣れた靴など
●定員　先着10人
●申込方法　町社会福祉協議会の窓口または電話
●申込期限　10月21日㈪まで

　今年、金婚式を迎えるご夫婦の祝賀会を開催します。申込方
法などの詳細は、広報紙と併せて配布される「やはばのふくし
153号（10月1日発行）」をご覧ください。
●開催日時　11月22日㈮午後1時～午後3時
●対象　昭和49年に結婚され、50年を迎えるご夫婦
●場所　盛岡グランドホテル（送迎あり）
●参加費　夫婦1組12,000円

地域福祉とは？
福祉×まちづくりフォーラム

　9月 21 日㈯から
10月31日㈭の期間
は、岩手県公共交通
利用推進協議会および岩手県が
主体で取り組む「公共交通ス
マートチャレンジ月間」です。
通勤や仕事中、私生活で公共交
通や自転車、徒歩などの移動手
段を活用し、公共交通機関をみ
んなで支え、CO2排出量の抑
制を推進する取り組みです。事
業所や個人で参加申込みできま
すので、普段自家用車での移動
がほとんどという方も、日常生
活の中で公共交通の利用にチャ
レンジしてみてはいかがでしょ
うか。

公共交通あれこれ公共交通あれこれ
スマートチャレンジ月間スマートチャレンジ月間

企画財政課（019-611-2729）

【10月は里親月間】里親制度を学べる
シンポジウムを開催

岩手県福祉総合相談センター児童女性部（019-629-9608）

10月から児童手当制
度の改正により支給対
象者が拡大します。
受給には手続きが必要です。町内
で高校生年代以下の子がいる世
帯へ通知を送付しましたので、ご
確認の上、手続きしてください。
申請方法など詳細は、町ホーム
ページ（ＱＲ）をご覧ください。

児童手当制度改正
手続き方法をご確認ください
こども家庭課（019-611-2772）

町は在宅子育て家庭に
支援金を給付します

こども家庭課（019-611-2778）

申請期日は要件を満
たした月の翌月10日
までで、申請月の翌月
からの給付となります。さかの
ぼって受給できませんので、ご
注意ください。
申請方法などの詳細は町ホー

ムページ（QR）をご覧ください。

【食生活改善推進員が伝授】
男性のための料理教室
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